
三
一

『
狭
衣
物
語
』
の
女
院

は
じ
め
に

『
狭
衣
物
語
』
は
狭
衣
と
、
源
氏
宮
・
飛
鳥
井
女
君
・
女
二
宮
・
式
部
卿
宮
の
四

人
の
姫
君
と
の
交
渉
が
描
か
れ
る
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
と
し
て
強
引
な
展
開

に
、
先
行
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
や
、
変
革
期
の
社
会
制
度
を
勘
案
し
て
も
不

自
然
さ
の
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
箇
所
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
物
語
の
展
開
を
解
く
一
つ

の
手
掛
か
り
が
、
女
院
、
及
び
そ
の
皇
女
一
品
宮
と
関
わ
っ
て
狭
衣
の
周
辺
で
次
々

に
展
開
す
る
女
君
の
役
割
交
換
で
あ
る
。

制
度
と
し
て
の
斎
院
・
斎
宮
が
（
同
一
人
が
斎
院
に
残
る
事
例
は
あ
っ
て
も
）
帝
の

代
替
わ
り
ご
と
に
補
完
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
女
院
や
一
品

宮
は
制
度
上
必
要
な
存
在
で
は
な
か
っ
たq

。
物
語
の
女
院
に
つ
い
て
は
、
別
稿w

で
末

期
物
語
・
鎌
倉
物
語
の
女
院
の
系
譜
展
開
を
コ
ン
テ
風
に
ま
と
め
て
次
の
よ
う
な
傾

向
を
確
認
し
て
い
る
。

①
実
在
の
女
院
の
半
数
が
皇
女
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
物
語
で
は
『
と
り
か
へ
ば

や
』『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
皇
女
の
二
例
を
除
い
て
、
摂
関
家
に
連
な
る
女
君

が
妃
と
な
り
、
宣
下
を
受
け
る
。

②
物
語
で
は
ほ
と
ん
ど
の
女
院
が
天
皇
の
生
母
で
あ
り
、
息
子
の
即
位
時
に
宣
下

を
受
け
、
夫
の
院
と
生
活
を
と
も
に
す
る
。
つ
ま
り
、
夫
の
院
と
一
対
の
存
在

で
あ
る
。

③
歴
史
的
に
は
同
時
期
に
複
数
の
女
院
が
並
立
存
在
す
る
が
、
物
語
に
お
い
て
は
、

二
、
三
の
作
品
を
除
い
て
、
同
時
並
立
は
お
ろ
か
、
物
語
の
最
終
段
階
に
入
っ

て
や
っ
と
主
人
公
格
あ
る
い
は
そ
の
縁
者
の
女
君
が
宣
下
を
受
け
る
。
つ
ま
り
、

到
達
し
う
る
女
の
最
高
位
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
夫
の
院
の
薨
去
後
出
家
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
女
院
号
の
宣
下
を
受
け
た

初
発
の
女
院
の
姿
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
た
『
狭
衣
物
語
』
で
は
、
一
条
院
后
の
宮
が

院
の
薨
去
後
出
家
し
て
女
院
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
嵯
峨
院
の
女
一
宮
と
一
条

院
一
品
宮
を
比
較
し
た
狭
衣
は
心
中
「
筋
異
な
る
御
有
様
ど
も
」（
巻
三
・
二
九
二
頁
）

と
両
者
を
区
別e

、
皇
女
と
は
い
え
、
生
母
が
先
代
の
皇
女
で
あ
る
女
一
宮
が
尊
ば
れ
、

一
品
宮
の
母
（
女
院
）
は
臣
下
の
太
政
大
臣
の
娘
で
あ
る
と
、
権
門
と
は
い
え
臣
下

の
家
か
ら
入
内
し
た
女
院
は
低
く
見
ら
れ
、
前
述
の
平
安
末
期
及
び
鎌
倉
物
語
の
類

型
化
さ
れ
る
以
前
の
女
院
の
姿
を
見
せ
る
。

さ
て
、『
狭
衣
物
語
』
で
は
、
女
院
、
皇
女
の
一
品
宮
は
役
割
交
換
を
繰
り
返
す

女
君
た
ち
の
最
高
位
に
あ
っ
て
社
会
的
位
置
が
不
動
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
結
果

的
に
は
逆
に
下
位
の
飛
鳥
井
母
子
を
権
力
の
中
枢
に
た
ぐ
り
寄
せ
る
。
ま
た
一
品
宮

に
代
わ
っ
て
正
妻
に
な
っ
た
式
部
卿
宮
の
姫
君
も
含
め
た
大
き
な
枠
組
み
で
、
物
語

を
俯
瞰
し
た
いr

。

一
、
今
姫
君
入
内
騒
動
を
め
ぐ
っ
て

堀
川
大
臣
に
は
三
人
の
北
の
方
が
い
る
。
堀
川
上
に
は
狭
衣
と
養
女
源
氏
宮
が
、
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坊
門
上
に
は
当
帝
の
中
宮
が
子
と
し
て
お
り
、
洞
院
上
の
み
子
ど
も
が
い
な
い
。
洞

院
上
は
太
政
大
臣
の
女
、
姉
は
一
条
院
の
后
（
の
ち
の
女
院
）
で
あ
る
。
こ
の
洞
院

上
の
養
女
今
姫
君
の
入
内
騒
動
か
ら
連
鎖
的
に
紡
ぎ
出
さ
れ
る
女
君
た
ち
の
交
換
性

を
見
る
こ
と
で
、
序
章
に
替
え
た
い
。

源
氏
宮
は
、
故
先
帝
と
中
納
言
御
息
所
と
の
間
に
生
ま
れ
、
両
親
に
死
別
後
堀
川

上
の
養
女
に
な
る
が
、
美
貌
と
の
う
わ
さ
か
ら
春
宮
（
一
条
院
と
后
宮
（
の
ち
の
女
院
）

の
皇
子
、
後
一
条
院
）
が
入
内
を
望
み
、
帝
（
の
ち
の
嵯
峨
院
）
も
先
帝
の
遺
言
か
ら

「
内
裏
住
み
」
を
勧
め
る
が
、
堀
川
大
臣
は
入
内
の
動
き
を
み
せ
な
い
（
巻
一
・
三
六

〜
七
頁
）。
大
臣
は
、
右
大
臣
の
姫
君
の
入
内
に
遠
慮
（
五
八
頁
）、
そ
の
時
期
を
待

つ
中
に
、
今
姫
君
が
洞
院
上
に
ひ
き
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

初
発
、
洞
院
上
は
我
が
身
の
「
つ
れ
づ
れ
の
慰
め
」
に
養
女
を
取
っ
た
と
堀
川
上

の
口
か
ら
説
明
さ
れ
る
（
七
七
頁
）。
一
条
院
后
宮
の
女
房
伯
の
君
の
娘
で
、
伯
の
君

の
没
後
、
実
父
は
堀
川
大
臣
で
あ
る
と
の
噂
に
よ
っ
て
引
き
取
っ
た
の
だ
が
、
今
姫

君
の
同
母
兄
が
中
務
宮
の
少
将
の
子
と
い
う
話
か
ら
堀
川
上
も
出
自
を
訝
り
（
七
八

頁
）、
大
臣
も
宮
少
将
の
子
と
半
ば
確
信
し
て
い
る
（
八
九
頁
）。

今
姫
君
の
入
内
計
画
が
浮
上
す
る
の
は
、
物
語
第
五
年
で
あ
る
。
第
三
年
に
代
替

り
が
あ
り
、
新
帝
（
も
と
の
東
宮
）
へ
の
源
氏
宮
入
内
が
確
定
す
る
が
（
巻
二
・
一
九

〇
頁
）、
賀
茂
神
の
神
告
に
よ
り
斎
宮
と
な
り
（
一
九
四
頁
）、
入
内
は
中
止
に
な
る
。

そ
の
あ
と
を
襲
う
よ
う
な
今
姫
君
入
内
計
画
で
あ
っ
た
。
堀
川
上
へ
の
挑
み
心
に
よ

る
洞
院
上
の
発
案
だ
が
、
今
姫
君
を
宮
少
将
の
子
と
確
信
し
て
い
る
堀
川
大
臣
は
動

か
ず
、
一
条
院
薨
去
後
落
飾
し
て
女
院
に
叙
さ
れ
た
姉
を
す
が
り
（
巻
三
・
二
二
九

頁
）、
こ
こ
か
ら
一
条
院
后
の
宮
は
「
女
院
」
と
し
て
物
語
の
中
心
に
登
場
す
る
。

洞
院
上
に
動
か
さ
れ
た
女
院
は
早
速
参
内
し
、
今
姫
君
入
内
を
奏
す
る
が
、
帝
は

大
臣
の
態
度
に
不
審
の
念
を
呈
す
る
。

斎
院
の
御
事
の
口
惜
し
う
な
り
に
し
を
、
か
ご
と
ば
か
り
も
、
そ
の
ゆ
か
り
は

嬉
し
か
る
べ
け
れ
ど
、
お
と
ゞ
の
、
さ
も
思
寄
ら
ざ
ら
ん
は
、
い
か
な
る
べ
き

か
。（
二
二
九
頁
）

源
氏
宮
の
代
わ
り
と
い
う
今
姫
君
を
「
ゆ
か
り
」
と
呼
ん
で
歓
迎
の
意
を
示
す
一

方
、
大
臣
の
動
き
が
な
い
こ
と
を
不
審
と
す
る
。
結
局
、
入
内
に
奔
走
す
る
の
は
洞

院
上
姉
妹
の
父
太
政
大
臣
で
あ
る
が
、
二
月
の
入
内
前
夜
、
破
綻
す
る
（
二
五
〇
〜

五
頁
）。
そ
の
間
、
幾
度
か
生
母
の
出
自
の
低
さ
が
繰
り
返
さ
れ
る
が
（
二
二
九
・
二

五
〇
頁
）、
こ
の
点
は
源
氏
宮
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
飛
鳥
井
女
君
の
出
自
と
も

深
く
関
わ
っ
て
く
る
の
で
次
節
に
譲
る
。

堀
川
大
臣
の
養
女
二
人
が
裏
表
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
るt

。

二
人
は
、
堀
川
大
臣
の
妻
の
養
女→

入
内
の
計
画→

入
内
の
沙
汰
止
み
、
と
い
う
図

式
で
は
一
致
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
実
母
の
出
自
、
女
院
・
帝
・
洞
院
上
の
側
で
は

問
題
に
さ
れ
て
は
い
な
い
が
実
父
の
人
物
性
、
本
人
の
資
質
等
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
が
、

結
果
に
於
い
て
運
命
を
峻
別
す
るy

。

ま
た
、
今
姫
君
入
内
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
坊
門
上
腹
の
中
宮
と
今
姫
君
は
と

も
に
堀
川
大
臣
の
娘
で
あ
り
、
后
妃
で
あ
る
と
い
う
等
号
で
結
ば
れ
る
主
旨
の
狭
衣

の
発
言
が
あ
る
（
二
三
一
頁
）。
こ
の
、
中
宮
と
今
姫
君
の
等
価
性
に
つ
い
て
は
、
今

姫
君
入
内
の
可
能
性
の
低
さ
か
ら
こ
の
箇
所
以
外
で
は
言
及
さ
れ
ず
不
発
に
終
わ
る

が
、
ま
っ
た
く
別
の
所
に
堀
川
家
の
姫
君
た
ち
と
等
価
の
、
も
う
一
つ
の
反
転
が
用

意
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
、
嵯
峨
院
の
女
一
宮
で
あ
る
。

物
語
第
六
年
。
帝
に
は
特
に
寵
愛
深
い
妃
も
な
く
、
皇
子
も
な
く
、
后
・
春
宮
と

も
空
白
と
い
う
異
常
事
態
の
中
、
狭
衣
の
発
案
で
、
堀
川
大
臣
は
前
斎
院
の
嵯
峨
院

の
女
一
宮
を
斎
院
（
＝
源
氏
宮
）
の
代
り
に
世
話
を
し
て
入
内
さ
せ
る
（
巻
三
・
三
〇

九
〜
三
一
〇
頁
）。
堀
川
大
臣
は
「
ま
こ
と
御
女
の
や
う
に
」
世
話
を
し
（
三
一
一
頁
）、

や
が
て
宮
は
懐
妊
す
るu

。
源
氏
宮
が
入
内
し
て
い
れ
ば
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
幸
い
が

女
一
宮
に
移
行
し
、
宮
の
幸
い
は
、
そ
の
ま
ま
堀
川
家
の
幸
い
で
も
あ
っ
た
。

女
一
宮
と
源
氏
宮
の
同
一
視
化
は
、
懐
妊
中
の
宮
が
堀
川
院
の
「
斎
院
の
お
は
し
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ま
し
し
方
」
に
退
出
し
た
こ
と
で
鮮
明
に
な
る
（
巻
四
・
三
五
二
頁
）。
さ
ら
に
年
改

ま
っ
て
の
桜
を
め
ぐ
る
二
人
の
交
歓
は
、
女
二
宮
の
同
母
姉
妹
と
い
う
こ
と
で
高
ま

る
狭
衣
の
ゆ
か
し
さ
と
と
も
に
（
三
五
三
〜
三
五
六
頁
）、
二
人
の
等
号
的
な
様
が
見

て
取
れ
るi

。
翌
月
、
宮
は
皇
女
を
出
産
し
、
中
宮
に
立
て
ら
れ
る
（
三
六
九
頁
）。

女
一
宮
に
つ
い
て
堀
川
家
の
養
女
た
ち
と
同
等
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
差
異
を

含
み
つ
つ
も
交
換
性
が
見
て
と
れ
る
。
二
人
の
養
女
は
相
反
す
る
資
質
を
持
ち
な
が

ら
結
果
的
に
は
入
内
せ
ず
、
女
一
宮
が
源
氏
宮
の
代
わ
り
に
入
内
し
、
立
后
す
る
。

久
下
裕
利
氏
は
政
治
力
学
的
に
解
析
し
て
、
そ
れ
を
「
組
み
替
え
」
と
定
義
す
るo

。

そ
れ
だ
け
に
、
失
敗
し
た
今
姫
君
入
内
に
女
院
が
関
与
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、

女
性
の
最
高
位
に
あ
る
母
后
の
養
女
入
内
へ
の
関
与
は
、
形
を
変
え
た
飛
鳥
井
の
遺

児
入
内
と
も
深
く
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。

二
、
飛
鳥
井
女
君
の
遺
児
を
め
ぐ
っ
て

そ
の
１
・
一
条
院
一
品
宮
の
養
女

飛
鳥
井
女
君
の
失
踪
後
、
行
方
を
求
め
る
狭
衣
は
今
姫
君
の
母
代
か
ら
思
い
も
か

け
ぬ
情
報
を
得
る
（
巻
三
・
二
三
九
〜
二
四
一
頁
）。
今
姫
君
の
母
は
平
中
納
言
の
妹

で
あ
り
、
平
中
納
言
の
娘
で
あ
る
飛
鳥
井
女
君
と
は
従
姉
妹
で
あ
っ
た
。
平
中
納
言

の
死
後
、
飛
鳥
井
は
女
院
か
ら
出
仕
を
誘
わ
れ
た
が
乳
母
が
拒
絶
し
、
狭
衣
の
乳
母

の
子
で
あ
る
道
成
に
伴
わ
れ
て
西
国
下
向
の
途
、
入
水
し
た
と
語
る
。
こ
こ
で
は
、

飛
鳥
井
の
出
仕
拒
否
が
の
ち
の
ち
、
遺
児
と
今
姫
君
の
二
人
の
運
命
を
峻
別
し
て
い

く
鍵
と
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る!0

。

母
代
の
言
葉
を
手
掛
か
り
に
狭
衣
は
常
磐
に
赴
く
が
、
そ
こ
で
飛
鳥
井
女
君
の
死

を
知
ら
さ
れ
、
以
後
は
遺
児
が
関
心
の
中
心
と
な
る
。
飛
鳥
井
の
叔
母
で
あ
る
常
磐

尼
上
か
ら
、
遺
児
が
一
品
宮
邸
で
養
わ
れ
て
い
る
と
聞
く
（
二
四
五
〜
六
頁
）。
こ
の

時
の
狭
衣
の
発
言
、「
か
か
る
山
蔭
の
垣
ほ
に
生
ひ
出
で
給
は
ん
も
口
惜
し
き
」
は
、

『
古
今
集
』
六
九
五
番
歌
「
あ
な
恋
し
い
ま
も
見
て
し
が
山
賤
の
垣
ほ
に
咲
け
る
大

和
撫
子
」!1

の
一
首
を
受
け
た
表
現
で
あ
り
、
ま
た
、『
源
氏
物
語
』「
帚
木
」
で
頭
の

中
将
が
語
っ
た
夕
顔
・
玉
鬘
の
母
子
流
離
の
影
響
下
に
あ
る!2

。
今
姫
君
入
内
の
際
に

実
母
が
女
院
女
房
で
あ
っ
た
出
自
の
低
さ
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
狭
衣
に
と
っ
て
も

一
品
宮
に
引
き
取
ら
れ
た
遺
児
の
母
の
身
分
が
問
題
と
な
る
。「（
遺
児
の
姫
君
が
）

大
人
び
ん
ま
ゝ
に
、
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ふ
め
る
中
納
言
、
宰
相
の
君
な
ど
の
つ
ら
に
て

こ
そ
は
あ
ら
め
」（
二
四
六
頁
）
は
、
現
在
は
一
品
宮
に
可
愛
が
ら
れ
て
い
て
も
、
長

じ
る
に
及
ん
で
は
せ
い
ぜ
い
乳
母
子
と
同
様
の
扱
い
に
終
わ
り
、
女
房
の
列
は
離
れ

ら
れ
な
い
と
の
懸
念
で
あ
る
。
結
局
、
飛
鳥
井
女
君
の
「
形
見
」（
二
四
七
頁
）
で
あ

る
遺
児
に
惹
か
れ
て
、
心
な
ら
ず
も
一
品
宮
と
結
婚
す
る
結
果
に
な
る
。
宮
の
生
母

で
あ
る
女
院
は
、
堀
川
大
臣
か
ら
降
嫁
を
打
診
さ
れ
て
も
消
極
的
で
今
姫
君
入
内
の

時
と
は
う
っ
て
変
わ
り
、
狭
衣
は
「
こ
の
今
姫
君
の
内
裏
参
り
の
や
う
に
も
な
り
候

な
ば
」（
二
六
二
頁
）
と
破
綻
を
期
待
す
る
が
、
父
大
臣
の
今
上
帝
奏
上
で
降
嫁
は
急

展
開
す
る
（
二
七
三
頁
）。
大
臣
・
女
院
・
帝
の
三
者
と
も
に
今
姫
君
入
内
の
時
と
は

正
反
対
の
動
き
を
見
せ
つ
つ
、
今
回
も
女
院
の
思
惑
は
大
臣
に
押
し
切
ら
れ
て
ゆ
く
。

狭
衣
が
飛
鳥
井
の
遺
児
に
対
面
す
る
の
は
暫
く
経
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
二
八
二
〜

五
頁
）。
女
院
の
部
屋
の
方
を
走
り
遊
ぶ
童
女
の
集
団
に
目
を
留
め
た
中
に
、
遺
児

の
美
し
さ
が
際
だ
っ
て
い
た
。
尼
の
存
在
す
る
空
間
で
走
る
童
女
の
群
、
美
質
が
際

だ
つ
姫
君
と
の
出
会
い
は
、『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
巻
の
、
北
山
で
の
若
紫
発
見
の

場
面
を
思
わ
せ
る!3

。「
若
紫
」
の
引
用
を
ず
ら
す
の
は
、
こ
の
姫
君
が
飛
鳥
井
と
は

母
子
で
あ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
引
用
に
拠
っ
て
〈
藤
壺
と
若
紫
〉
の
〈
伯
母
・
姪

の
関
係
〉
に
よ
る
「
ゆ
か
り
」
の
コ
ー
ド
で
読
む
必
然
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
若
紫
」
の
引
用
は
、
三
節
で
取
り
あ
げ
る
新
た
な
女
君
に
対
し
て
こ
そ
意
味
を
持

つ
。「

宮
の
御
前
の
男
と
こ
そ
。
さ
れ
ば
姫
宮
の
御
父
に
あ
な
れ
」（
二
八
四
頁
）
と
い

う
年
か
さ
の
女
童
の
声
で
、
女
児
の
父
が
狭
衣
で
あ
る
と
の
養
父
・
養
女
関
係
が
認
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識
さ
れ
る
。
一
方
、
乳
母
を
「
母
と
こ
そ
は
」
と
い
う
女
児
に
狭
衣
は
「
今
よ
り
は

（
私
も
）
母
を
こ
そ
頼
み
聞
え
め
。」（
二
八
六
頁
）
と
い
い
、
父
子
関
係
の
追
認
が
姫

君
に
伝
え
ら
れ
る
が
、「
忘
れ
形
見
に
」
の
狭
衣
の
一
言
か
ら
実
の
父
娘
と
知
っ
た

一
品
宮
と
の
不
仲
は
決
定
付
け
ら
れ
る
。

「
忘
れ
形
見
に
」
の
一
言
以
降
、
宮
は
心
中
「
こ
れ
が
ゆ
か
り
ば
か
り
に
」（
二

八
七
頁
）
と
嫌
悪
感
を
明
示
し
、
自
ら
が
遺
児
の
「
ゆ
か
り
」
と
し
て
し
か
狭
衣
に

価
値
付
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
対
し
て
、「
ゆ
か
り
」
で
あ
る
こ
と
を
拒
絶
す
る!4

。
狭

衣
の
実
子
と
知
り
、
自
分
が
そ
の
母
と
な
る
こ
と
へ
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
、
つ
ま
り

遺
児
の
生
母
飛
鳥
井
と
自
分
が
等
号
で
結
ば
れ
る
こ
と
へ
の
拒
絶
で
あ
ろ
う
。
飛
鳥

井
と
の
交
換
の
可
能
性
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
狭
衣
か
ら
、
宮
邸
で
女
児
の
袴
着

の
儀
式
を
と
提
案
さ
れ
不
快
に
な
る
が
（
二
八
八
〜
九
頁
）、
女
院
に
も
真
相
を
明
か

さ
ぬ
ま
ま
堀
川
邸
に
女
児
を
渡
し
、
嵯
峨
院
の
若
宮
と
と
も
に
儀
式
を
行
う
よ
う
謀

る
。
一
方
狭
衣
か
ら
一
族
の
誉
れ
あ
る
女
性
と
し
て
「
御
腰
結
」
を
依
頼
さ
れ
た
女

院
は
辞
退
し
、
代
り
に
堀
川
大
臣
に
役
を
依
頼
す
る
。
結
果
的
に
宮
は
女
児
の
養
母

と
し
て
直
接
儀
式
に
関
わ
る
こ
と
を
回
避
し
、
女
院
は
腰
結
役
を
譲
る
こ
と
で
宮
家

の
「
ゆ
か
り
」
と
し
て
遺
児
を
我
が
身
に
は
引
き
受
け
な
か
っ
た
。
袴
着
の
儀
式
を

通
じ
て
の
女
院
の
関
与
は
、
女
児
を
狭
衣
の
子
と
認
め
さ
せ
つ
つ
も
、
母
と
し
て
飛

鳥
井
と
一
品
宮
の
交
換
の
可
能
性
を
封
じ
る
こ
と
に
な
る
。
女
児
が
母
の
出
自
を
越

え
て
、
内
裏
に
迎
え
ら
れ
る
に
は
、
狭
衣
と
式
部
卿
の
姫
君
の
結
婚
を
待
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

三
、
式
部
卿
宮
の
姫
君
と
の
成
婚

式
部
卿
宮
の
姫
宮
の
登
場
は
、
兄
の
宰
相
中
将
の
薦
め
に
拠
る
が
（
巻
三
・
三
一

四
頁
）、
源
氏
宮
の
筆
跡
を
話
題
に
、
姫
宮
そ
の
母
式
部
卿
宮
北
の
方
を
堀
川
大
臣

が
褒
め
た
こ
と
か
ら
始
動
す
る
（
巻
四
・
三
五
五
頁
）。
し
か
も
、
何
れ
の
時
も
今
上

帝
の
女
御
と
な
っ
た
女
一
宮
の
事
績
と
連
動
し
て
話
題
に
な
っ
て
い
た
。
宰
相
中
将

が
妹
を
紹
介
し
た
の
は
、
女
一
宮
の
懐
妊
が
判
明
し
、
堀
川
大
臣
か
ら
帝
に
奏
上
さ

れ
た
直
後
で
あ
り
、
宰
相
中
将
の
「
人
よ
り
は
お
か
し
き
」
様
に
狭
衣
は
「
妹
の
姫

君
も
、
か
よ
う
に
や
」（
三
一
四
頁
）
と
心
を
引
か
れ
る!5

。
し
か
し
、
こ
の
時
は
女
二

宮
へ
と
場
面
が
移
り
、
他
の
女
君
の
場
合
と
同
様
不
発
に
終
わ
っ
た
か
に
見
え
た
。

女
御
が
出
産
を
控
え
て
旧
源
氏
宮
邸
に
退
出
し
た
折
、
斎
院
の
御
前
の
桜
を
契
機
に

互
い
に
歌
が
交
わ
さ
れ
る
。
二
人
は
堀
川
大
臣
家
の
政
治
的
持
ち
駒
と
し
て
は
等
価

で
あ
る
が
、
狭
衣
に
と
っ
て
は
源
氏
宮
こ
そ
が
交
換
不
可
能
な
絶
対
的
存
在
で
あ
っ

た
。
堀
川
大
臣
は
源
氏
宮
の
手
跡
を
褒
め
た
後
、
当
代
き
っ
て
の
能
筆
家
と
し
て

「
式
部
卿
宮
の
上
」
の
名
を
出
し
、「
文
字
や
う
の
、
細
か
に
を
か
し
げ
な
る
様
な
ど
」

は
源
氏
宮
が
勝
る
と
評
す
（
三
五
五
頁
）。
故
式
部
卿
宮
邸
を
垣
間
見
た
の
は
、
そ
の

直
後
で
あ
っ
た
（
三
六
一
〜
三
頁
）。

そ
こ
で
は
、
堀
川
上
に
も
ま
さ
る
美
し
さ
の
母
北
の
方
の
姿
か
ら
姫
君
を
期
待
さ

せ
る
仕
掛
が
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
に
母
北
の
方
の
代
筆
の
筆
跡
に
美
質
を
再
確
認
さ

せ
ら
れ
る
よ
う
に
（
三
六
八
頁
）、
ま
ず
母
の
式
部
卿
宮
北
の
方
の
大
人
の
美
質
が
狭

衣
の
心
を
と
ら
え
る
。
こ
の
垣
間
見
の
場
面
が
「
若
紫
」
を
ず
ら
し
て
の
引
用
で
あ

る
の
は
明
白
で
あ
る
が
、
そ
の
後
も
場
面
設
定
や
表
現
や
人
物
に
至
る
ま
で
姫
君
を

堀
川
邸
に
引
き
取
る
ま
で
何
箇
所
に
も
わ
た
っ
て
引
用
が
重
ね
ら
れ
る!6

。

狭
衣
が
姫
君
に
対
し
て
興
味
を
深
め
始
め
た
頃
、
宰
相
中
将
は
、
春
宮
か
ら
入
内

の
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
ち
明
け
（
三
六
六
〜
七
頁
）、
中
将
自
身
は
は
、
春
宮
入

内
を
勧
め
る
母
君
を
説
得
す
る
。

こ
の
殿
（
＝
狭
衣
）
の
御
女
と
て
、
一
品
の
宮
に
生
ひ
出
で
給
姫
君
（
＝
飛
鳥
井

遺
児
）、
今
よ
り
心
殊
に
思
ひ
聞
え
給
め
る
。
今
二
三
年
す
ぎ
ば
、（
春
宮
に
）

参
り
給
ひ
な
ん
と
す
な
り
。
こ
れ
（
＝
妹
の
姫
君
）
は
、
い
み
じ
う
と
も
、
き

し
ろ
い
聞
え
給
な
ん
や
。（
三
七
六
頁
）

袴
着
の
儀
式
へ
の
関
わ
り
方
で
遺
児
と
一
線
を
画
し
た
一
条
院
一
品
宮
で
は
あ
っ
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た
が
、
世
間
的
に
は
狭
衣
と
一
品
宮
の
養
女
と
し
て
定
着
し
、
政
治
的
な
存
在
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
姫
君
（
飛
鳥
井
の
遺
児
）
が
春
宮
に
入
内
す
れ
ば
妹
の
姫
君
に
勝

ち
目
は
無
い
と
い
い
、
ま
た
、
返
す
言
葉
で
一
品
宮
が
世
間
に
ど
う
映
っ
て
い
る
の

か
示
し
て
見
せ
る
。

こ
の
（
＝
狭
衣
）
御
有
様
、
一
品
の
宮
お
は
す
る
に
て
も
、
う
ち

く
の
御
心

ざ
し
な
ど
を
見
侍
め
る
に
、「
な
ど
か
は
（
妹
の
姫
君
が
お
ろ
か
に
扱
わ
れ
よ
う
か
）」

と
こ
そ
、
見
侍
れ
。（
狭
衣
の
）
世
の
思
や
り
よ
り
は
、
名
残
な
き
物
忘
れ
な
ど

し
給
べ
く
も
な
き
御
心
を
。
た
だ
、
時

く
に
て
も
、（
狭
衣
が
）
う
ち
通
ひ
給

は
ん
は
、
生
け
る
か
ひ
あ
る
べ
き
わ
ざ
か
な
。（
同
）

狭
衣
と
結
婚
し
て
も
正
妻
の
宮
故
に
妹
の
姫
君
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
と
い
う
理
屈
で
あ
る
。

こ
の
間
、
飛
鳥
井
腹
の
遺
児
は
他
と
の
交
換
性
を
拒
む
存
在
と
な
っ
て
お
り
、
一

方
の
一
品
宮
と
式
部
卿
宮
の
姫
君
は
交
換
可
能
と
ま
で
は
い
わ
な
い
が
、
宮
に
よ
っ

て
排
除
さ
れ
る
可
能
性
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
母
北
の
方
の
中
で
は
狭
衣
と
春

宮
は
拮
抗
す
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
見
舞
い
に
訪
れ
た
狭
衣
を
間
近
に
見
て
、「
か

ぎ
り
な
き
も
の
に
思
ひ
聞
え
給
宰
相
中
将
の
御
有
様
な
ど
に
は
、
似
る
べ
う
も
な
か

り
け
る
。」（
三
八
二
頁
）
と
、
宮
家
の
次
代
を
担
う
と
期
待
し
て
き
た
子
息
の
宰
相

中
将
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
立
派
さ
に
圧
倒
さ
れ
、
姫
君
を
託
す
決
意
を
か
た
め

る
。狭

衣
が
姫
君
と
対
面
し
た
の
は
そ
の
後
で
あ
り
、
以
降
源
氏
宮
と
の
相
似
が
繰
り

返
し
述
べ
ら
れ
る
（
三
八
六
〜
七
頁
）。「
ゆ
か
り
」
で
も
な
く
「
似
る
」
こ
と
が
五

回
ま
で
繰
り
返
さ
れ
る
「
形
代
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
久
下
裕
利
氏
が
早
く
に
指

摘!7

、
鈴
木
泰
恵
氏
も
藤
壺
が
狭
衣
に
た
ぐ
り
寄
せ
ら
れ
る
ま
で
を
分
析
し
た
が!8

、

「
若
紫
」
引
用
を
初
発
に
、
結
果
的
に
は
、「
ゆ
か
り
」
で
は
な
く
源
氏
宮
の
「
形
代
」

と
い
う
位
置
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
姫
君
の
「
ま
だ
い
と
幼
げ
な
る
御
手
」（
三
七

二
頁
）
に
、
源
氏
宮
と
の
相
似
を
強
調
す
る
あ
た
り
に
藤
壺
女
御
の
形
代
と
し
て
若

紫
の
将
来
に
期
待
す
る
光
源
氏
を
彷
彿
さ
せ
、
母
君
逝
去
以
降
の
姫
君
の
心
細
さ
、

堀
川
邸
に
狭
衣
か
ら
伴
わ
れ
そ
の
豪
華
さ
に
驚
く
に
至
る
一
々
に
つ
い
て
は
（
三
七

九
〜
四
〇
九
頁
）
土
岐
武
治
が
詳
細
に
対
比
し
て
い
る!9

。

こ
の
よ
う
に
「
若
紫
」
の
コ
ー
ド
に
沿
っ
て
展
開
す
る
式
部
卿
宮
の
姫
君
と
の
結

婚
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
も
女
院
が
点
描
さ
れ
る
。
狭
衣
は
式
部
卿
宮
北
の
方
の
四

十
九
日
の
忌
明
け
を
待
っ
て
姫
君
を
引
き
取
ろ
う
と
し
た
が
、
女
院
が
「
御
物
の
怪

だ
ち
て
」（
三
九
四
頁
）
重
態
に
な
っ
た
た
め
に
、
婿
で
あ
る
狭
衣
は
女
院
の
も
と
を

離
れ
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
ま
ま
四
十
九
日
も
過
ぎ
、
三
条
邸
に
姫
君
を
移
す
計
画

を
定
め
る
と
、
今
度
は
女
院
崩
御
（
三
九
六
頁
）
の
た
め
に
ま
た
日
延
べ
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
年
末
近
く
ま
で
成
婚
で
き
な
い
な
ど
、
最
後
ま
で
結
婚
の
障
害
と
な
る
。

成
婚
後
、
堀
川
上
は
狭
衣
が
一
品
宮
の
時
と
は
異
な
り
妻
に
愛
情
を
注
ぐ
様
に
安
心

を
す
る
が
（
四
一
〇
頁
）、
大
臣
は
結
婚
は
宮
へ
の
心
遣
い
を
忘
れ
な
い
よ
う
釘
を
さ

す
（
四
一
二
頁
）。
し
か
し
、
女
院
の
崩
御
で
一
品
宮
の
出
家
志
向
は
一
層
強
く
な
り

（
四
一
三
頁
）、
も
は
や
式
部
卿
宮
の
姫
君
と
の
結
婚
生
活
の
障
害
と
は
な
ら
な
か
っ

た
。堀

川
邸
入
り
の
翌
朝
、
姫
君
の
弁
乳
母
の
目
を
通
し
て
狭
衣
の
装
束
が
描
写
さ
れ

る
が
（
四
〇
四
頁
）、
姫
君
に
つ
い
て
は
狭
衣
の
大
弐
乳
母
の
目
を
通
し
て
「
取
る
手

も
す
べ
る
や
う
な
る
筋
の
美
し
さ
な
ど
、
斎
宮
の
御
髪
に
い
と
よ
う
似
給
へ
り
」

（
四
〇
五
頁
）
と
源
氏
宮
と
の
髪
の
近
似
に
触
れ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
新
年
十
五
日

に
「
新
し
き
年
の
忌
々
し
さ
に
や
、
い
と
黒
き
な
ど
は
な
う
て
、
浅
葱
の
濃
き
薄
き

な
ど
、
珍
し
き
さ
ま
に
、
あ
ま
た
う
ち
重
ね
て
、
上
に
も
、
お
な
じ
色
の
無
紋
の
織

物
な
ど
重
な
り
た
る
も
、
い
と
こ
は

ぐ
し
う
映
な
か
る
べ
き
を
、
あ
く
ま
で
花
や

か
に
た
を

く
と
、
匂
ひ
多
く
着
な
ひ
給
」（
四
一
五
頁
）
と
よ
う
や
く
軽
服
の
描
写

が
、
狭
衣
即
位
後
の
入
内
に
際
し
て
も
「
墨
染
に
や
つ
れ
給
へ
り
し
御
有
様
に
だ
に
、

御
手
洗
川
の
影
に
も
並
び
聞
え
さ
せ
給
ぬ
べ
く
、
あ
り
が
た
か
り
し
を
」（
四
三
五
頁
）

と
、
こ
と
さ
ら
喪
服
の
美
と
源
氏
宮
と
の
相
似
が
語
り
続
け
ら
れ
る
。
喪
服
を
ま
と
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う
共
通
性
で
一
品
宮
の
出
家
（
四
三
一
頁
）
と
対
置
さ
れ
て
の
正
妻
の
座
の
入
れ
替

わ
り
と
い
え
る
が
、
社
会
的
な
地
位
は
別
に
し
て
、
狭
衣
に
と
っ
て
等
価
で
な
い
こ

と
は
自
明
で
あ
る
。
喪
服
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
宮
と
源
氏
宮
の
「
わ
れ
も
こ
う
」

の
装
束
を
比
較
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
姉
皇
太
后
宮
の
喪
中
、
源
氏
宮
の
「
わ
れ
も

か
う
の
織
物
の
重
な
り
た
る
」
さ
ま
を
、「
春
の
花
、
秋
の
紅
葉
よ
り
も
中

く
な

つ
か
し
う
見
ゆ
る
」
と
感
じ
「
ま
こ
と
に
あ
な
め
で
た
」
と
し
た
狭
衣
が
（
巻
二
・

一
七
三
頁
）、
一
品
宮
に
つ
い
て
は
「
い
と
ゞ
匂
ひ
な
く
、
す
さ
ま
じ
き
心
地
し
た
る
」

（
巻
三
・
二
八
二
頁
）
と
酷
評
し
た@0

。
母
君
の
喪
服
を
装
う
式
部
卿
宮
の
姫
君
が
そ
れ

で
も
源
氏
宮
に
ひ
け
を
と
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
わ
れ
も
か
う
」
の
延
長
線
上
に
あ

り
、
同
時
に
一
品
宮
と
の
美
質
の
対
立
を
も
表
し
た
。

や
が
て
、
狭
衣
の
即
位
後
藤
壺
に
入
内
し
て
皇
子
を
出
産
す
る
が
、
藤
壺
は
本
来

一
品
宮
が
後
一
条
帝
の
時
代
に
局
と
し
て
い
た
殿
舎
で
、
式
部
卿
宮
の
姫
君
は
そ
っ

く
り
一
品
宮
が
な
っ
た
で
あ
ろ
う
妃
の
位
地
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
と
い
え
る
。
女
二

宮
と
の
皇
子
の
こ
と
は
当
然
、「
一
品
の
宮
の
姫
君
の
御
事
を
だ
に
、
世
中
の
人
は

知
ら
ね
ば
、
た
ゞ
、
こ
れ
を
始
め
た
る
事
と
思
ふ
に
」（
四
三
九
頁
）
と
社
会
的
に
認

め
ら
れ
た
唯
一
の
母
と
し
て
の
地
位
を
得
る
。
鈴
木
泰
恵
氏
は
こ
の
藤
壺
の
幸
い
を

「
本
来
源
氏
宮
が
つ
く
は
ず
の
位
置
」
と
評
す
る@1

。

四
、
飛
鳥
井
女
君
の
遺
児
を
め
ぐ
っ
て

そ
の
２
・
一
品
宮

一
方
、
飛
鳥
井
の
遺
児
の
存
在
を
機
軸
に
、
飛
鳥
井
と
一
品
宮
の
位
置
づ
け
が
ゆ

っ
く
り
と
転
回
し
て
い
く
。

第
六
年
、
狭
衣
は
出
家
を
決
意
し
て
斎
院
の
源
氏
宮
に
別
れ
を
告
げ
る
。
そ
の
直

後
、
賀
茂
神
の
神
意
が
発
動
し
て
天
変
、
雷
鳴
鳴
り
響
き
、
常
な
ら
ぬ
薫
香
ま
で
燻

り
出
て
、
帝
上
達
部
以
下
皆
大
騒
ぎ
に
な
る
（
巻
三
・
三
三
四
〜
五
頁
）。
斎
院
に
駆

け
つ
け
た
堀
川
大
臣
に
狭
衣
は
女
院
の
風
邪
を
見
舞
う
と
こ
ろ
だ
と
言
い
（
三
三
六

頁
）、
翌
日
、
堀
川
大
臣
夫
妻
の
不
審
に
対
し
て
狭
衣
は
「
女
院
の
御
心
地
、
こ
と

に
も
お
は
し
ま
さ
ず
」
と
し
て
、
代
っ
て
「
常
磐
と
申
所
に
、
ね
ん
ご
ろ
に
あ
ひ
語

ら
ひ
侍
る
尼
の
患
ふ
由
、
う
け
た
ま
は
り
し
、
訪
ひ
侍
ら
ん
」（
巻
四
・
三
四
四
頁
）

と
言
い
訳
を
重
ね
る
。
女
院
は
一
品
宮
の
生
母
で
狭
衣
に
は
義
母
と
な
る
。
常
磐
尼

君
は
受
領
の
妻
に
す
ぎ
な
い
が
、
飛
鳥
井
女
君
の
伯
母
で
あ
り
遺
児
の
姫
君
の
庇
護

者
で
あ
り
、
狭
衣
に
と
っ
て
余
人
に
代
え
難
い
存
在
で
あ
る
。
い
わ
ば
社
会
的
に
は

対
極
に
あ
る
二
人
が
、
狭
衣
に
と
っ
て
は
「
見
舞
い
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
等
価

に
な
っ
て
い
る
。

狭
衣
の
出
家
志
向
の
高
ま
り
は
、
一
品
宮
と
の
疎
遠
を
深
め
、
姫
君
の
成
長
が
そ

れ
に
拍
車
を
か
け
る
。
狭
衣
は
一
品
宮
と
は
過
ご
さ
ず
に
姫
君
を
懐
に
臥
す
こ
と
が

多
く
、
倉
田
実
氏
は
こ
れ
も
「
若
紫
」
の
引
用
と
す
る
が@2

、
抱
か
れ
る
対
象
は
妻
と

な
る
若
紫
か
ら
実
の
娘
へ
と
ず
ら
さ
れ
て
い
る
。
心
づ
き
な
き
「
ゆ
か
り
」（
四
一

八
頁
）
と
す
る
一
品
宮
は
狭
衣
に
引
き
渡
し
て
公
表
す
る
こ
と
を
決
意
、
帝
位
に
つ

い
た
狭
衣
の
後
宮
に
姫
君
一
人
を
送
り
込
む
（
四
三
一
頁
）。
か
つ
て
一
品
宮
が
女
院

と
と
も
に
賜
っ
た
藤
壺
（
巻
三
・
二
五
五
頁
）
に
は
式
部
卿
宮
の
姫
君
が
入
っ
て
お

り
、
遺
児
の
姫
君
は
弘
徽
殿
に
入
る
。
宮
の
薨
去
後
（
四
四
三
頁
）、
裳
着
を
機
に
そ

の
存
在
が
公
表
さ
れ
る
（
四
四
七
頁
）。
さ
ら
に
故
一
品
宮
の
兄
で
あ
る
後
一
条
院
か

ら
（
誤
解
か
ら
と
は
い
え
）「
形
見
」
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
で
社
会
的
位
置
も
定
ま
る

（
四
四
七
頁
）。

一
条
院
に
も
、
昔
、
こ
宮
（
＝
一
品
宮
）
の
、
あ
は
れ
に
思
し
扱
ひ
た
り
し
御

事
、
御
覧
じ
知
り
に
し
か
ば
、「
形
見
に
も
誰
か
は
」
と
思
し
召
し
て
、
か
ゝ

る
（
裳
着
の
）
御
急
ぎ
を
も
聞
き
放
た
せ
給
は
ず
、
心
殊
な
る
御
装
束
ど
も
、

扇
・
薫
物
な
ど
や
う
の
物
を
ぞ
、
御
心
ざ
し
の
し
る
し
殊
に
て
、
た
て
ま
つ
ら

せ
給
け
る
。（
四
四
七
頁
）

故
一
品
宮
は
結
婚
後
間
も
な
く
狭
衣
と
姫
君
の
親
子
関
係
を
知
る
が
、
不
快
は
母
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の
女
院
に
も
兄
の
後
一
条
院
に
も
知
ら
さ
れ
ず
、
つ
い
に
こ
こ
に
皇
女
と
し
て
公
表

さ
れ
る@3

。
故
一
品
宮
の
「
か
ず
な
ら
ず
思
し
あ
な
づ
り
し
」
姫
君
が
実
母
は
不
問
の

ま
ま
養
女
の
資
格
を
も
っ
て
、
同
夜
そ
の
ま
ま
「
一
品
宮
」
に
叙
さ
れ
（
四
四
八
頁
）、

一
条
院
一
品
宮
の
し
め
て
い
た
正
妻
の
座
は
式
部
卿
宮
の
姫
君
に
、
名
は
飛
鳥
井
の

遺
児
に
嗣
が
れ
る
。
内
親
王
一
品
宮
は
親
王
の
場
合
と
は
異
な
り
、
か
な
り
低
い
年

齢
で
、
し
か
も
（
二
品
を
経
ず
）
直
叙
さ
れ
る@4

。
決
し
て
多
く
は
な
い
事
例
で
あ
る

が
、
そ
れ
ら
の
皇
女
は
后
腹
で
、
一
の
皇
女
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
飛
鳥
井
の
遺
児
の

姫
君
は
実
母
は
不
問
に
、
本
来
な
ら
后
と
し
て
入
内
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
一
条
院
一

品
宮
の
皇
女
と
し
て
、
位
置
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

若
い
一
品
宮
の
叙
述
に
最
も
筆
を
費
や
さ
れ
る
の
は
、
常
磐
の
尼
君
の
死
後
、
四

十
九
日
を
待
っ
て
娘
の
中
将
が
飛
鳥
井
の
遺
品
を
届
け
た
場
面
で
あ
る
。
飛
鳥
井
女

君
の
母
と
し
て
の
遺
詠
に
涙
し
、
途
中
か
ら
同
席
し
た
狭
衣
帝
は
絵
日
記
か
ら
自
ら

の
恋
の
軌
跡
を
た
ど
る
。（
四
五
六
〜
四
六
二
頁
）。
し
か
し
、
今
ま
で
故
飛
鳥
井
女

君
を
回
想
し
て
は
比
較
さ
れ
て
き
た
姫
宮
と
の
容
貌
の
相
似
が
語
ら
れ
な
く
な
り
、

狭
衣
の
心
配
は
、
女
君
の
往
生
の
ば
か
り
で
あ
る
（
四
六
二
頁
）。

交
換
さ
れ
、
置
換
さ
れ
る
女
達
の
物
語
は
、
こ
こ
で
突
然
打
ち
切
ら
れ
る
。

五
、『
狭
衣
物
語
』
の
女
院
（
結
び
に
か
え
て
）

狭
衣
は
姫
君
の
袴
着
に
際
し
て
「
何
か
は
、
わ
ざ
と
だ
に
、
院
（
＝
女
院
）
の
御

前
に
、
女
子
は
、
手
触
れ
さ
せ
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
け
れ
ば
」
と
女
性
の
最
高
位
に

あ
る
女
院
を
持
ち
上
げ
、
腰
結
い
を
依
頼
す
る
（
巻
三
・
二
九
〇
頁
）
一
方
、
妻
の

一
品
宮
に
つ
い
て
母
が
女
院
と
は
い
え
只
人
の
筋
と
貶
め
る
（
巻
三
・
二
九
二
頁
）。

前
者
は
公
式
の
見
解
で
あ
り
、
心
中
表
現
で
あ
る
後
者
が
本
音
で
あ
る
。
飛
鳥
井
の

遺
児
は
、
そ
の
一
品
宮
か
ら
さ
ら
に
貶
め
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

洞
院
上
の
養
女
今
姫
君
は
一
条
院
后
の
宮
の
女
房
で
あ
り
、
そ
の
出
自
が
入
内
に

困
難
を
き
た
す
一
因
と
な
る
が
、
飛
鳥
井
の
女
君
は
出
仕
を
拒
否
し
て
狭
衣
の
愛
を

受
け
る
。
そ
の
遺
児
の
縁
で
結
ば
れ
た
狭
衣
と
一
品
宮
で
あ
る
が
、
女
院
は
今
姫
君
、

あ
る
い
は
飛
鳥
井
の
遺
児
と
い
っ
た
自
ら
の
女
房
ク
ラ
ス
の
女
性
を
母
と
し
た
姫
君

た
ち
に
「
女
院
」
と
い
う
女
の
最
高
位
を
権
威
付
け
を
保
証
す
る
役
割
を
担
わ
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
病
に
よ
る
重
態
か
ら
薨
去
の
過
程
で
式
部
宮
の
姫
君
と
の
結
婚
を
阻

む
存
在
に
な
る
が
、
そ
れ
は
事
態
の
推
進
を
遅
ら
せ
た
に
す
ぎ
ず
、
皇
女
の
一
品
宮

の
地
位
と
名
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
女
性
に
継
承
さ
れ
て
し
ま
う
。
狭
衣
と
堀
川
大
臣
が

政
治
的
意
図
で
女
君
た
ち
を
次
々
に
役
割
交
替
を
さ
せ
て
皇
位
に
結
び
つ
い
て
い
く

中
、
女
院
は
堀
川
大
臣
と
時
と
し
て
利
害
関
係
に
お
い
て
対
立
も
し
な
が
ら
女
君
の

交
替
の
中
心
に
位
置
し
、
社
会
的
な
絶
対
性
に
お
い
て
交
換
の
対
象
と
は
決
し
て
な

ら
ず
、
不
動
の
位
置
の
ま
ま
、
周
囲
の
女
君
た
ち
の
等
価
性
に
よ
る
交
換
を
見
下
ろ

す
位
置
に
身
を
置
く
。
し
か
し
、
所
生
の
一
品
宮
は
狭
衣
の
用
意
し
た
幾
つ
も
の
交

換
性
に
絡
め
取
ら
れ
、
正
妻
の
座
も
一
品
宮
の
権
威
も
譲
り
渡
し
て
退
場
す
る
。

女
一
宮
が
摂
関
家
の
出
身
の
女
院
を
母
と
す
る
と
し
て
思
い
お
と
さ
れ
な
が
ら
、

飛
鳥
井
の
遺
児
は
母
の
出
自
を
不
問
に
狭
衣
の
娘
と
し
て
一
品
宮
と
な
る
。
母
系
を

見
る
か
、
父
系
を
見
る
か
、
同
一
の
視
点
で
価
値
体
系
が
築
か
れ
た
の
で
は
な
く
、

す
べ
て
狭
衣
中
心
の
価
値
観
で
物
語
は
続
け
ら
れ
た
。
逆
に
女
君
た
ち
の
側
か
ら
い

え
ば
、
役
割
交
換
を
呼
び
込
ん
だ
の
は
、
入
内
や
結
婚
と
い
っ
た
「
妻
」
の
立
場
を

め
ぐ
る
女
君
の
交
替
よ
り
も
、「
母
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
洞
院
上
も
一
品
宮
も
子

を
持
た
な
い
正
妻
で
あ
り
、
女
院
が
養
女
の
社
会
的
地
位
向
上
に
積
極
的
に
荷
担
し

た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
の
絶
対
的
な
記
号
と
し
て
物
語
世
界
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
平
安
後
期
や
鎌
倉
の
物
語
群
と
は
違
う
、「
母
」
性
に
拘
わ
る
古

体
の
女
院
の
姿
で
あ
っ
た
。

齋
院
入
り
す
る
こ
と
で
交
換
性
を
の
が
れ
る
源
氏
宮
、
子
を
残
し
て
仏
門
に
入
り

交
換
の
可
能
性
を
閉
ざ
し
た
女
二
宮
。
女
院
は
、
狭
衣
に
と
っ
て
は
役
割
交
換
の
要

に
あ
り
、
そ
の
権
威
を
利
用
す
る
こ
と
で
飛
鳥
井
の
遺
児
を
皇
女
へ
と
引
き
上
げ
る
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機
能
を
最
大
限
に
発
揮
し
た
。『
狭
衣
物
語
』
は
女
二
宮
へ
の
行
幸
で
、
物
語
を
閉

じ
る
。
女
二
宮
は
若
君
こ
そ
残
す
が
「
身
代
わ
り
」
は
残
さ
な
か
っ
た
。
女
院
の
薨

去
に
よ
っ
て
、
交
換
さ
れ
、
取
り
替
え
ら
れ
る
女
君
た
ち
の
物
語
は
急
速
に
終
息
に

む
か
う
。

注q

女
院
に
つ
い
て
は
橋
本
義
彦
「
女
院
の
意
義
と
沿
革
」（
平
凡
社
選
書97

『
平
安
貴

族
』

一
九
八
六
年
）
に
拠
る
。
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
の
東
三
条
院
の
薨
去
後
、

万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）
の
上
東
門
院
の
宣
下
ま
で
二
六
年
の
空
白
が
あ
り
、『
狭
衣

物
語
』
成
立
の
時
代
に
は
ま
だ
後
世
の
物
語
群
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
女
院
の
系
譜
は

未
成
立
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
品
宮
に
つ
い
て
は
、
安
田
政
彦
「
一
品
親
王
」（『
平

安
時
代
皇
親
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
八
年
）
が
沿
革
を
整
理
、
一
〇
世
紀

以
降
後
冷
泉
ま
で
の
内
親
王
に
つ
い
て
、
后
腹
の
皇
女
で
、
親
王
と
異
な
り
二
品
か

ら
の
昇
叙
に
在
品
年
数
に
と
ら
わ
れ
ず
、
特
に
藤
原
道
長
に
連
な
る
皇
女
の
場
合
は

直
叙
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
両
者
と
も
后
と
内
親
王
と
し
て
当
時
の
最
高
位
で
あ
っ

た
が
、
制
度
と
し
て
確
立
し
た
斎
院
・
斎
宮
と
は
異
な
っ
た
、
い
わ
ば
摂
関
家
側
か

ら
の
要
求
で
組
み
込
ま
れ
た
（
臣
下
の
側
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
か
）
の
制
度
で
あ
っ

た
。

w

「
物
語
の
女
院
、
素
描
　
―
平
安
・
鎌
倉
物
語
に
見
え
る
「
女
院
」
の
系
譜
―
」

『
源
氏
物
語
と
天
皇
』
高
橋
亨
・
編
　
森
話
社
　
二
〇
〇
四
刊
予
定
。

e

こ
の
差
異
化
は
す
で
に
『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
。
柏
木
は
御
息
所
腹
の
女
二
宮

（
落
葉
宮
）
で
は
な
く
女
御
腹
の
女
三
宮
の
降
嫁
に
こ
だ
わ
っ
た
（「
若
菜
上
」）。
な

お
、『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
は
岩
波
書
店
日
本
古
典
文
学
大
系
『
狭
衣
物
語
』
一
九
六

五
・
三
谷
栄
一
・
関
根
慶
子
　
底
本
は
内
閣
文
庫
本
）
に
拠
り
、（
必
要
な
場
合
は
）

巻
・
頁
で
示
し
た
。

r

女
院
・
一
品
宮
の
問
題
で
は
な
く
、
太
政
大
臣
家
か
ら
の
堀
川
大
臣
家
王
権
奪
還

と
読
む
平
井
仁
子
氏
の
「『
狭
衣
物
語
』
試
論
」（『
物
語
研
究
』
２
号
　
物
語
研
究
会

一
九
八
〇
年
）
が
あ
る
。

t

井
上
眞
弓
「『
狭
衣
物
語
』
の
構
造
試
論
」（『
日
本
文
学
』
一
九
八
二
・
一
〇
　→

『
研
究
講
座
　
狭
衣
物
語
の
視
界
』
王
朝
物
語
研
究
会
・
編
　
新
典
社
　
一
九
九
四
）。

以
下
同
書
に
つ
い
て
は
編
・
出
版
社
・
出
版
年
を
省
略
。
堀
田
悟
「『
狭
衣
物
語
』
の

今
姫
君
と
源
氏
宮
―
后
が
ね
と
し
て
の
社
会
的
位
置
」（
シ
オ
ン
短
期
大
学
日
本
文
学

会
『
日
本
文
学
論
叢
』
22

一
九
九
七
・
三
）。
倉
田
実
「
狭
衣
物
語
の
「
ゆ
か
り
」

の
語
誌
」（『
大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
』
第
三
十
五
号
　
二
〇
〇
三
・
三
）。

y

t
の
倉
田
論
文
は
、
二
人
の
母
の
出
自
の
違
い
か
ら
「
ゆ
か
り
」
の
恋
の
可
能
性

が
封
じ
ら
れ
た
と
し
、
t
の
井
上
論
文
は
、
宮
腹
か
否
か
に
よ
っ
て
今
姫
君
と
源
氏

宮
は
聖
と
俗
に
分
け
ら
れ
た
と
す
る
。
ま
た
、
入
内
の
枠
組
み
だ
け
で
な
く
、
巻
三

の
末
尾
、
斎
院
と
な
っ
た
源
氏
宮
の
琴
の
演
奏
場
面
は
直
接
狭
衣
の
評
言
は
な
い
も

の
の
、
今
姫
君
と
の
対
置
を
印
象
づ
け
る
。
宮
の
「
他
事
よ
り
も
、
挑
ま
せ
給
琴
な

れ
ば
、
聞
き
給
に
は
、
例
も
弾
か
せ
給
は
ね
ば
」（
三
三
一
頁
）
と
自
信
ゆ
え
に
琴
を

弾
こ
う
と
し
な
い
姿
は
、「
い
で
や
、
な
べ
て
人
の
、
聞
き
知
ら
せ
給
べ
く
も
侍
ら
ず
。

筋
殊
に
こ
そ
侍
な
め
れ
」
と
自
信
満
々
の
母
代
に
責
め
ら
れ
て
琵
琶
を
弾
じ
て
不
才

を
露
呈
し
た
今
姫
君
（
二
三
五
頁
）
の
姿
の
裏
返
し
で
も
あ
ろ
う
。

u

倉
田
実
「『
狭
衣
物
語
』
の
嵯
峨
院
と
そ
の
皇
女
た
ち
」（
大
妻
女
子
大
学
国
文
学

会
　
『
大
妻
国
文
』
34

二
〇
〇
三
・
三
）
は
、
入
内
決
定
後
に
宮
を
養
女
と
し
た

と
解
す
る
。
立
派
に
「
御
後
見
」
し
た
堀
川
大
臣
を
理
想
的
な
養
父
と
す
る
。

i

久
下
裕
利
「
一
品
宮
の
設
定
方
法
」（『『
狭
衣
物
語
』
の
人
物
と
方
法
』
新
典
社

一
九
九
三
）
は
、
斎
院
を
訪
れ
た
狭
衣
の
「
心
中
願
望
的
な
交
換
構
図
」
と
す
る
。

こ
の
時
の
手
跡
を
め
ぐ
る
狭
衣
の
思
い
は
、
三
節
で
取
り
あ
げ
る
式
部
卿
宮
の
姫
君

を
物
語
へ
呼
び
込
む
回
路
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。

o

「『
狭
衣
物
語
』
の
方
法
―
作
中
人
物
継
承
法
―
」。
i
に
同
じ
。

!0

t
に
同
じ
。
飛
鳥
井
女
君
へ
の
出
仕
要
請
、
そ
の
女
児
の
引
き
取
り
な
ど
、
平
中

納
言
家
と
一
条
院
の
后
の
宮
母
子
の
親
密
性
は
吉
海
直
人
氏
の
説
か
れ
る
「
親
類
の

女
房
」（「『
親
類
の
女
房
』
攷
―
乳
母
に
比
肩
す
る
女
房
―
」（
日
本
文
学
協
会
『
日

本
文
学
』
二
〇
〇
〇
・
三
））
の
よ
う
な
関
係
を
想
定
さ
せ
る
。
飛
鳥
井
の
父
の
帥
中

納
言
も
早
く
に
亡
く
な
っ
た
為
に
中
納
言
止
ま
り
で
あ
る
が
、
決
し
て
将
来
性
の
な

い
職
官
で
は
な
く
（
田
中
篤
子
「
大
宰
帥
・
大
宰
大
弐
補
任
表
」（
東
京
女
子
大
学
読

史
会
『
史
論
』
26
集
・
27
集
　
一
九
七
三
）、
拙
稿
「
飛
鳥
井
姫
君
の
九
州
　
―
入
水

と
「
形
見
」
の
姫
君
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
立
命
館
文
学
』
507
号
　
一
九
八
八
・
七
）、

摂
関
家
と
の
婚
姻
も
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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!1

本
文
は
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
に
拠
る
。『
狭
衣
物
語
』
の

流
布
本
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
狭
衣
物
語
上
』
九
七
頁
）
は
巻
一
の
飛
鳥
井
失
踪

直
後
に
も
こ
の
一
首
を
引
用
す
る
が
、
い
ず
れ
も
「
山
賎
の
垣
ほ
」
が
引
用
語
で
あ

っ
て
「
撫
子
」
で
は
な
い
（
拙
稿
「
飛
鳥
井
君
を
め
ぐ
る
「
底
」
表
現
　
―
流
離
と

入
水
の
多
重
性
―
」（『
論
叢
　
狭
衣
物
語
３
―
引
用
と
想
像
力
―
』
王
朝
物
語
研
究

会
　
新
典
社
・
二
〇
〇
二
年
）
所
収
）。
一
方
「
撫
子
」
の
引
用
に
つ
い
て
は
、『
古

今
集
』
の
と
は
別
に
『
源
氏
物
語
』「
紅
葉
賀
」
の
和
歌
引
用
か
ら
、
藤
壺
と
冷
泉
の

母
子
関
係
を
女
二
宮
と
若
宮
の
母
子
関
係
に
呼
び
込
む
表
現
と
す
る
倉
田
実
氏
の
考

が
あ
る
（「『
狭
衣
物
語
』
の
若
宮
を
め
ぐ
っ
て
―
『
源
氏
物
語
』
引
用
か
ら
の
創
造

―
」（『
論
叢
　
狭
衣
物
語
３
　
引
用
と
想
像
力
』
同
右
）。

!2

!1
拙
稿
。

!3

土
岐
武
治
は
『
狭
衣
物
語
の
研
究
』（
風
間
書
房
・
一
九
八
二
）
で
、
狭
衣
の
高
野

山
詣
で
（
山
伏
登
場
に
よ
っ
て
飛
鳥
井
女
君
の
生
存
を
知
る
）
は
光
源
氏
の
北
山
詣

で
の
影
響
下
に
あ
る
と
し
、
飛
鳥
井
の
姫
君
や
若
紫
の
存
在
を
具
象
化
し
て
現
実
の

方
向
へ
向
け
る
階
梯
に
共
通
性
を
認
め
る
が
、
本
場
面
に
つ
い
て
の
共
通
性
に
は
ふ

れ
て
い
な
い
。

!4

t
倉
田
論
文
。

!5

t
倉
田
論
文
。

!6

!3
に
同
じ
。
倉
田
実
「〈
形
代
の
恋
〉
の
狭
衣
」（『
狭
衣
の
恋
』（
翰
林
書
房
　
一

九
九
九
）
所
収
）。
垣
間
見
は
「
若
紫
」
の
異
化
と
し
、
宮
の
姫
君
が
源
氏
宮
と
血
縁

で
な
い
こ
と
か
ら
〈
ゆ
か
り
の
恋
〉
は
成
立
し
な
い
と
し
た
。

!7

o
に
同
じ
。

!8

「
狭
衣
物
語
後
半
の
方
法
―
宰
相
中
将
妹
君
導
入
を
め
ぐ
っ
て
」
早
稲
田
大
学
国

文
学
会
『
国
文
学
研
究
』
九
三
集
　
一
九
八
七
・
一
〇→

『
研
究
講
座
　
狭
衣
物
語

の
視
界
』。

!9

!3
に
同
じ
。

@0

i
に
同
じ
。

@1

!8
に
同
じ
。

@2

「
飛
鳥
井
の
姫
君
の
位
置
づ
け
」（『
大
妻
国
文
学
』
31
号
二
〇
〇
〇
・
三
）

@3

通
過
儀
礼
の
機
能
に
つ
い
て
は
豊
島
秀
範
氏
「『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
物
語
展
開

の
方
法
―
通
過
儀
礼
の
果
た
す
機
能
」（『
弘
前
学
院
大
学
紀
要
』
17

一
九
八
一
・

三→

『
研
究
講
座
　
狭
衣
物
語
の
視
界
』）
参
照
。

@4

q
安
田
論
文
。

大
阪
府
立
茨
木
高
等
学
校
教
諭

（

本
学
非
常
勤
講
師
）
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『
狭
衣
物
語
』
の
女
院


